
２０１５年ＪＡＦ全日本ジムカーナ選手権第６戦／K・S・C　ハイスピード　スラローム

特別規則書

第１条

第１条第１条

第１条 競技会の定義及び組織

競技会の定義及び組織競技会の定義及び組織

競技会の定義及び組織

　２０１５年ＪＡＦ全日本ジムカーナ選手権第６戦／K・S・C　ハイスピード　スラロームは、一般社団法人日本自動車連盟（以下

ＪＡＦという）の公認のもとに、国際自動車連盟（ＦＩＡ)の国際モータースポーツ競技規則に準拠したＪＡＦの国内競技規則とその

付則、ＪＡＦと２０１５年日本ジムカーナ／ダートトライアル選手権規定、２０１５年全日本ジムカーナ／ダートトライアル選手権統

一規則、スピード行事競技開催規定及び本競技会特別規則に従い国内競技として開催される。

第２条

第２条第２条

第２条 競技会の名称

競技会の名称競技会の名称

競技会の名称

　２０１５年ＪＡＦ全日本ジムカーナ選手権第６戦

　K・S・C　ハイスピード　スラローム

第３条

第３条第３条

第３条 競技種目

競技種目競技種目

競技種目

　ジムカーナ

第４条

第４条第４条

第４条 競技会の格式

競技会の格式競技会の格式

競技会の格式

　国内競技　、ＪＡＦ公認番号　２０１５年　１３４５号　　　　　

第５条

第５条第５条

第５条 開催日程

開催日程開催日程

開催日程

　２０１５年　　８月　１日（土）　～　　８月　２日（日）　２日間

第６条

第６条第６条

第６条 競技会開催場所

競技会開催場所競技会開催場所

競技会開催場所 （コース公認Ｎｏ，２０１５－Ⅰ－１００１）

　関越スポーツランド

　〒３７０－２１３１　群馬県高崎市吉井町岩崎２２９７

　担当者　堀内　純

　ＴＥＬ　０２７－３８８－３１９５ ＦＡＸ　０２７－３８８－２２９５

第７条

第７条第７条

第７条 オーガナイザー

オーガナイザーオーガナイザー

オーガナイザー

　関越スポーツクラブ（Ｋ・Ｓ・Ｃ）

　代表　和田　修一

　〒３７０－１２１３　群馬県高崎市山名町１１５９－１

　ＴＥＬ・ＦＡＸ　０２７－３４７－４０５０

第８条

第８条第８条

第８条 組織委員会

組織委員会組織委員会

組織委員会

　組織委員長 和田　修一

　組織委員 後藤　和弘　・　斉藤　邦夫　・　蔵増　洋子　

第９条

第９条第９条

第９条 競技会主要役員

競技会主要役員競技会主要役員

競技会主要役員

１）競技会審査委員会

　　　審査委員長 石田　正博 （ＪＡＦ派遣）

　　　審査委員 坂本　光弘 （ＪＡＦ派遣）

　　　審査委員 星あ　忠あ （組織委員会任命）

２）競技役員

　　　競技長 和田あ修一

　　　副競技長 中村あ真幸

　　　コース委員長 斉藤あ邦夫

　　　計時委員長 大嶋あ隆則

　　　技術委員長 佐々木あ春彦

　　　救急委員長 箕輪あ美智子

　　　パドック委員長 荒木あ昌

　　　医師団長 冲永あ美弥子

　　　事務局長 後藤あ和弘

第１０条

第１０条第１０条

第１０条 参加申込および参加費用

参加申込および参加費用参加申込および参加費用

参加申込および参加費用

１）参加申込場所および問い合わせ先（大会事務局）

　　　関越スポーツクラブ（Ｋ・Ｓ・Ｃ） 担当者　和田　修一（連絡先　０９０－８８１１－７０５３）

　　　〒３７０－１２１３　群馬県高崎市山名町１１５９－１

　　　ＴＥＬ・ＦＡＸ　０２７－３４７－４０５０

２）参加受付期間

　　　受付開始 ２０１５年　６月　１５日（月）

　　　締切日 ２０１５年　６月　３０日（火）必着

３）参加台数

　　　最大参加受理台数は１２０台とする。

４）提出書類

　　・所定の「参加申込書」「車両申告書」「出場選手カード」「参加申込明細書」に必要事項を正確に記入し、署名のうえに

　　　参加受付期間内に以下の参加料を添えて現金書留または銀行振込にて締切までに確実に申し込む事。

　　・銀行振込にて申し込む場合は、上記書類（参加受付期間内に必着）と「振込明細書のコピー」を必ず同封し郵送すること。

振込先　：　群馬銀行  倉賀野支店 　普通口座　０５１７７７６ 　ケーエスシージムキヨク　和田修一

５）参加料

　　　３８，０００円／名　　　　※サービス員１名分含む（申込書に氏名登録する事）　

６）サービス員、サービスカー、その他

　　①サービス員 １名／２，０００円（２日間）　

　※登録人数の制限は行わない。（申込書にて氏名登録する事）

　　②サービスカー １台／１，０００円（２日間）　

　※申込書に車両のナンバーを記載する事。（レンタカーはレンタカーと記載）

　※乗用車・ライトバン・１BOX等の車両に限る。

　※指定した場所の駐車となります。（競技車両パドックとは別の場所）

　※サービスカーの登録は競技参加者１名に対して１台までとする。

　※サービスカーの競技中移動は不可です。



　　③積載車両 １台／１，０００円(２日間）　

　※ＳＣクラス参加申込者は無料

　※指定した場所に駐車となります。申込書に車両のナンバーを記載する事（レンタカーはレンタカーと記載）

　※指定した場所以外に駐車した場合は撤去移動させていただきます。

　　④公開練習 １名／６，０００円（２トライ）　

　　⑤予備スペース 予備スペースの申込はできません。

　※競技会場のパドックサイズは ３．０ｍ×７．0ｍ となります。

　　※上記①～④の申請は、参加申込と同時に「参加申込明細書」に記入して、参加料と共に料金を添えて申請してください。

　　　 参加受付期間後の追加登録は受付いたしません。ご注意ください。

第１１条

第１１条第１１条

第１１条 競技のタイムスケジュール

競技のタイムスケジュール競技のタイムスケジュール

競技のタイムスケジュール

　２０１５年　８月　１日（土）　※公開練習の参加は任意です。詳細はインフォメーションを確認してください。

ゲートオープン 　７：００　～

公開練習・受付確認 　７：２０　～　７：５０

公開練習・慣熟歩行① 　７：５０　～　８：３０

公開練習・ブリーフィング 　８：３５　～　８：５０

公開練習・第１ヒート 　９：００　～

公開練習・慣熟歩行② 第１ヒート終了後３０分間

公開練習・第２ヒート 公開練習・慣熟歩行②終了後から１１：５５までに走行できる車両

昼食休憩 １２：００　～　１３：００

公開練習・第２ヒート １３：００　～（昼食休憩で区切られた残りの車両）

公式参加受付確認 ＡＥ・ＰＮ部門クラス １２：４５　～　１３：３０

公式車両検査  　 　ＡＥ・ＰＮ部門部門クラス １３：００　～　１３：４５

公式参加受付確認 Ｎ部門クラス １３：３０　～　１４：１５

公式車両検査  　 　Ｎ部門クラス １３：４５　～　１４：３０

公式参加受付確認 ＳＡ・ＳＣ部門クラス １４：１５　～　１５：００

公式車両検査  　 　ＳＡ・ＳＣ部門クラス １４：３０　～　１５：１５

車両持出申請受付 １３：１５　～　１５：３０

車両保管 各部門クラス公式車検終了時刻　～　全参加車両、翌日６：３０まで

ゲートクローズ １６：００厳守

　２０１５年　８月　２日(日）

ゲートオープン 　６：３０　～

持出車両検査 　６：３０　～　　７：１０（４０分間）

出走確認受付 　６：４５　～　　７：２５（４０分間）

慣熟歩行① 　７：３５　～　　８：１５（４０分間）

ﾄﾞﾗｲﾊﾞｰｽﾞﾌﾞﾘｰﾌｨﾝｸﾞ 　８：２０　～　　８：４０（２０分間）

第１ヒート 　９：００　～

慣熟歩行② 決勝第１ヒート全クラス終了１０分後から４０分間

第２ヒート １３：００～

再車両検査 各クラス第２ヒート終了後随時

表彰式 １６：００（予定）

第１２条

第１２条第１２条

第１２条 慣熟歩行

慣熟歩行慣熟歩行

慣熟歩行

　タイムスケジュールに従い歩行にて行う。

第１３条

第１３条第１３条

第１３条 計時装置

計時装置計時装置

計時装置

　タイム計測は、自動計測器を使用し1/1000秒まで計測し、その計測結果を成績とする。

　万一自動計測器に故障が生じた場合に限り、別個の独立したバックアップの自動計測器の計測結果を成績とする。

第１４条

第１４条第１４条

第１４条 賞典

賞典賞典

賞典

　１）全部門・全クラス １位～３位 ＪＡＦ賞（ＪＡＦ楯）・オーガナイザー賞（賞金）

　２）全部門・全クラス ４位～６位 オーガナイザー賞（楯・賞金）

　　※２０１５年日本ジムカーナ／ダートトライアル選手権規定第１５条２．に従い当該クラスが成立している事

第１５条

第１５条第１５条

第１５条 遵守事項

遵守事項遵守事項

遵守事項

　１）全ての参加者は明朗かつ公正に行動し、放言を慎み、スポーツマンシップに則ってマナーを保たなければならない。

　２）オーガナイザーや大会後援者・競技役員・競技会審査委員会の名誉を傷つけるような言動をしてはならない。

第１６条

第１６条第１６条

第１６条 損害の補償

損害の補償損害の補償

損害の補償

　１）参加者・競技運転者は、参加車両および付属品等の損傷、盗難、紛失等の損害および会場の施設、器物を破損させ

　　　た場合の補償等、理由の如何にかかわらず各自が責任を負わなければならない。

　２）参加者、競技運転者、サービス員（ヘルパー含む）、ゲスト等は、ＪＡＦおよびオーガナイザーの大会役員、競技役員、

　　　大会雇用者が一切の損害補償の責任を免除されている事を了承しなければならない。

　　　すなわち大会役員、競技役員がその役務に最善を尽くすことは勿論であるが、その役務遂行に起因するものであって

　　　も、参加者、競技運転者、サービス員、ヘルパー、ゲスト、観客、大会関係者の死亡、負傷、車両の損害に対して一切

　　　の損害賠償責任を負わないものとする。

第１７条

第１７条第１７条

第１７条 その他の事項

その他の事項その他の事項

その他の事項

　１）競技運転者は競技に有効な保険（死亡1,000万円以上）加入者、又はＪＭＲＣ共済（全国共同共済）制度加入者に限る。

　２）国内競技規則４－１９に従い、参加を拒否した場合は、返金手数料１，０００円を差し引いて返金する。

　３）その他の事項は、２０１５年日本ジムカーナ／ダートトライアル選手権規定に準ずる。

大会組織委員会

大会組織委員会大会組織委員会

大会組織委員会


